
今
後
、
市
内
で
は
、
新
し
い
民
間
介

護
老
人
福
祉
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
な
ど
の
設
置
が
予
定
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
施
設
入
所
者
が
増
加
す
る
こ
と

に
よ
り
介
護
給
付
費
は
、
さ
ら
に
増
大

す
る
も
の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た

め
、
今
後
の
介
護
保
険
制
度
を
維
持
す

る
た
め
に
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
や
、
6

年
間
据
え
置
い
て
き
た
介
護
保
険
料

の
見
直
し
な
ど
、
各
種
制
度
の
見
直
し

が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

施
設
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
直
し

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
状
況
を
、

施
設
と
在
宅
で
比
較
し
た
場
合
、
平
成

16
年
10
月
現
在
で
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス

利
用
者
が
444
人
な
の
に
対
し
、
在
宅

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
、
約
3
・
3
倍
の

千
482
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
市

が
支
払
っ
た
介
護
給
付
費
の
総
額
は
、

在
宅
サ
ー
ビ
ス
が
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

や
や
上
回
る
程
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
一
人
当
た
り
の
施
設
サ
ー

ビ
ス
費
が
在
宅
サ
ー
ビ
ス
費
の
約
3

倍
か
か
る
た
め
で
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
と
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
と
の

負
担
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、
施
設
利

用
者
に
つ
い
て「
居
住
費
」と「
食
費
」

が
、
介
護
給
付
の
対
象
か
ら
外
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

介
護
保
険
制
度
の

見
直
し

介
護
保
険
施
設
な
ど
の「
居
住
費
」

と「
食
費
」が
保
険
給
付
の
対
象
外

に
な
り
ま
す
。

10
月
1
日
か
ら
、「
居
住
費
」と「
食

費
」が
自
己
負
担
に
な
り
、
現
行
の

所
得
段
階
第
3
段
階
以
上
の
方
に
つ

い
て
は
、
月
額
約
2
〜
3
万
円
の
負

担
増
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
介
護
保
険
施
設
に
入
所

し
て
い
る
低
所
得
者（
現
行
の
介
護

保
険
の
所
得
段
階
第
2
段
階
以
下
）

の
方
に
は
、
課
税
年
金
収
入
や
所
得

に
応
じ
た
負
担
限
度
額
を
定
め
ま

す
。利

用
者
負
担
に
つ
い
て
は
、
施
設

と
利
用
者
の
契
約
に
よ
り
定
め
ら
れ

ま
す
。
詳
し
く
は
、
現
在
入
所
し
て

い
る
施
設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

軽
減
対
象
者
確
認
の
た
め
、
要
介

護
認
定
者
の
課
税
年
金
収
入
と
所

得
の
確
認
を
行
い
ま
す
。

施
設
給
付
費
の
見
直
し
に
あ
た

り
、
現
在
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
の
課
税
年
金
収
入
と
所
得
の

確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、
長
寿
課
で

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
利
用
者
へ
は
、
後
日
通
知
し
ま
す
。）

｢

新
予
防
給
付｣

制
度
の
開
始

平
成
18
年
4
月
か
ら｢

新
予
防
給

付｣

制
度
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
増
加
の
一
途
を
た
ど
る

軽
度
要
介
護
認
定
者
の
重
度
化
を
予

防
す
る
制
度
で
す
。
今
後
は
、
軽
度

の
要
介
護
認
定
者
に
対
し
て
、
重
度

化
を
防
ぐ
メ
ニ
ュ
ー
を
取
り
入
れ
、

検
証
し
な
が
ら
予
防
シ
ス
テ
ム
を

作
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
現
行
の「
要
介
護
1
」

が
、
要
介
護
1
と「
要
支
援
2
」
に

分
け
ら
れ
ま
す
。
よ
っ
て
、
更
新
時

に
予
防
効
果
が
期
待
で
き
る
方
に
つ

い
て
は
、
審
査
結
果
に
よ
り
、
要
支

援
2
と
判
定
さ
れ
、
予
防
給
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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